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青森県との「包括連携協定」の締結について 

明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、青森県（知事 三村 申吾）

と、本日、地方創生に関する包括連携協定を締結しました。 

本協定の締結により、青森県の進める諸施策に、当社が保険事業や社会貢献活動等を通

じて培った知見やノウハウを提供します。加えて、当社の県内における営業網（１支社・１営業

支社・１８営業所等の拠点網、従業員約５４０人）や全国規模のネットワーク（１，０００を超

える拠点網、４万人を超える従業員）を活用し、関係各方面とも広範にわたる連携を強化

して、青森県とともに地域社会の発展に取り組んでまいります。

■青森県との「包括連携協定」について

１．名称 

「青森県と明治安田生命保険相互会社との包括連携協定」 

２．主な連携事項 

（１）地域産業の競争力強化に関すること 

 ・地域特産品のＰＲ活動への協力 

（２）戦略的な観光誘客の推進に関すること 

 ・コミュニケーション支援ボードを使用した誘客促進活動、受入体制の整備・強化

への協力 

（３）スポーツや音楽等を通じた、こどもの健全育成に関すること 

・ＪＦＬクラブ「ラインメール青森ＦＣ」、「ヴァンラーレ八戸ＦＣ」の選手等 

による小学生向けサッカー教室の開催 

（４）結婚、子育ての支援に関すること 

  ・「あおもり出会いサポートセンター（※１）」への協力 

  ・「あおもり働き方改革推進企業認証制度（※２）」への協力・協賛 

 ・家庭教育の支援に係る取組みのＰＲ 

（※１）少子化の流れを変え活力ある青森県をつくるため、NPO 法人プラットフォームあおもりが青森県の委

託を受け、すてきな出会いを応援するために設置した組織 

（https://www.pref.aomori.lg.jp/life/family/deai_kyoudou_project.html） 

（※２）男女問わず全ての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、労働者の仕事と結婚から 

子育ての希望の実現をめざすために、「働き方改革」に積極的に取り組む企業を県が認証する制度

（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hatarakikata-ninsyo.html） 

（５）「地域を見守る」活動に関すること 

・営業活動を通じた「子どもの命・安全を守る活動」および「高齢者等の見守り活動」

（消費者被害防止を含む）への取組み 



以 上 

（６）県民の健康増進に関すること 

・経営者向けのセミナーや、中小企業の担当者向けの研修会および従業員向け 

健康測定会など、運動・スポーツによる健康づくりの推進 

   ・がん検診やがん対策、生活習慣病予防等の啓発活動 

・「青森県健康経営認定制度（※３）」への協力 
 （※３）青森県の働き盛り世代の健康づくりを推進するため、従業員の健康管理を経営的視点から考え、 

戦略的に「健康経営」に取り組む県内事業所を「青森県健康経営事業所」として認定する制度 

（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/aomori-kenkoukeiei.html） 

（７）高齢者が元気で活躍する社会づくりに関すること 

   ・「介護（介護予防）」に関するセミナーの実施 

   ・高齢者の支援に関する取組みのＰＲへの協力                 

 

（８）環境保全に関すること 

   ・廃棄物の３Ｒ（※４）の推進の普及啓発への協力 
（※４）リデュース（廃棄物の発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）の３つの頭文字 

（Ｒ）を指す 

 （９）「青森県縄文ムーブメント（※５）」の推進に関すること 

   ・「青森県縄文ムーブメント」への協力・協賛 
（※５）「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた県内外の気運醸成を図るため、県と民間

企業・団体が協働して縄文の魅力を発信するＰＲ活動 

（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/sekaiisan/jomon_movement_kyousan.html） 

 

（１０）その他県民サービスの向上・地域社会の活性化に関すること 

 


